
設けている
92.6％ 

設けて 
いない 
7.4％ 

定年年齢 定年制を設けているか 

改正高年齢者雇用安定法に 
ついて知っているか 

定年の延長年齢 

高齢者雇用のための具体的な取り組み 
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再
雇
用
制
度
を
設
け
て
い
る 

高
齢
者
等
の
積
極
的
な
採
用 

勤
務
延
長
制
度
を
設
け
て
い
る 

転
籍
出
向
者
等
の
受
入 

今
後
取
り
組
む
予
定 

特
に
取
り
組
ん
で
い
な
い 

そ
の
他 
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該
当
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が
少
な
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職
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内
容
の
変
化
に
対
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で
き
な
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健
康
や
体
力
が
低
下
し
て
い
る 

後
進
の
人
事
が
停
滞
す
る 

賃
金
が
割
高
で
あ
る 

人
員
が
過
剰
で
あ
る 
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継続雇用制度の 
適用対象従業員 

技
能
・
技
術
・
経
験 

働
く
意
欲 

体
力
や
健
康
状
態 

真
面
目
さ
・
勤
勉
性 

過
去
の
会
社
へ
の
貢
献
度 

人
事
考
課
に
よ
る
評
価 

適
応
力
・
柔
軟
性 

資
格
等
級
や
最
終
役
職 

勤
続
年
数
・
経
験
年
数 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力 

創
造
力 

そ
の
他 
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40
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100

原則として
希望者全員
40.2％ 基準に

適合する者
56.1％ 

その他 3.6％ 

定年延長の予定 

継続雇用制度適用の判断基準 

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の 

認
知
度 

1.

６５
歳
雇
用
義
務
化
へ
の
対
応 

2.

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
よ
り
、
平
成
18

年
４
月
よ
り
65
歳
ま
で
の
雇
用
が
義
務
化
さ
れ
、

企
業
に
と
っ
て
は
、
定
年
年
齢
の
引
き
上
げ
、
定

年
制
の
廃
止
、
段
階
的
な
雇
用
継
続
制
度
導
入
の

い
ず
れ
か
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
で
は
、
企
業
に
お
け
る
改
正
法
へ
の
対

応
と
、
高
齢
者
等
の
継
続
雇
用
の
実
態
を
把
握
す

る
た
め
に
実
施
し
た
。 

 

             

改
正
高
年
齢
者
雇

用
安
定
法
に
つ
い
て

知
っ
て
い
る
か
ど
う

か
を
聞
い
た
と
こ

ろ
、「
知
っ
て
い
る
」

と
回
答
し
た
企
業

は
8
割
を
超
え
、
認

知
度
は
高
い
結
果

と
な
っ
た
。 

      

  

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
よ
る
65
歳
雇

用
義
務
化
へ
の
対
応
と
し
て
、
定
年
制
と
継
続
雇

用
制
度
の
現
状
と
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
聞

い
た
。 

 

①
定
年
制
に
つ
い
て 

現
在
、
定
年
制
が
あ
る
企
業
は
9
割
を
超
え
、

定
年
年
齢
を
60
歳
と
す
る
企
業
は
88
・
4
％
と
な

っ
て
い
る
。 

今
後
の
定
年
の
引
き
上
げ
（
廃
止
）
予
定
に
つ

い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
予
定
が
あ
る
　
ま
た
は

検
討
中
」
と
回
答
し
た
企
業
は
55
・
8
％
と
な
り
、

業
種
別
で
は
、「
建
設
・
建
築
業
」「
卸
・
小
売
業
」

で
取
り
組
み
に
積
極
的
で
あ
る
。
定
年
の
延
長
年

齢
は
、「
未
定
」
と
す
る
企
業
が
60
・
9
％
で
最
も

高
く
、「
65
歳
」
が
30
・
7
％
と
な
っ
た
。
最
長
年

齢
は
「
70
歳
」
で
、「
定
年
の
廃
止
」
は
1
社
の
み

で
あ
っ
た
。 

 ②
継
続
雇
用
制
度
に
つ
い
て 

60
歳
以
上
の
高
齢
者
を
雇
用
す
る
た
め
の
具
体

的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
再

雇
用
制
度
を
設
け
て
い
る
」
が
52
・
9
％
と
最
も

高
く
、
次
い
で
「
勤
務
延
長
制
度
を
設
け
て
い
る
」

が
21
・
6
％
で
続
い
た
。 

現
在
60
歳
以
上
の
従
業
員
が
い
る
企
業
で
は
、

61
・
8
％
が
再
雇
用
制
度
を
導
入
し
て
い
る
が
、

逆
に
、「
特
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
」
企
業
も
15
・

5
％
あ
り
、
従
業
員
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
比
率
が

高
い
。
ま
た
、
現
在
60
歳
以
上
の
従
業
員
が
い
な

い
企
業
で
は
、
31
・
9
％
の
企
業
が
「
特
に
取
り

組
ん
で
い
な
い
」
と
回
答
し
、
高
齢
者
雇
用
へ
の

対
応
の
遅
れ
が
見
ら
れ
る
。 

 

            

継
続
雇
用
制
度
の
適
用
対
象
と
な
る
従
業
員
に

つ
い
て
は
、「
会
社
が
定
め
た
基
準
に
適
合
す
る

者
」
が
56
・
1
％
、「
原
則
と
し
て
希
望
者
全
員
」

は
40
・
2
％
と
な
っ
た
。 

「
会
社
が
定
め
た
基
準
」
と
し
て
、
何
を
判
断
基

準
と
し
て
重
視
す
る
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
技
能
・

技
術
・
経
験
」「
体
力
や
健
康
状
態
」
が
8
割
で
ほ

ぼ
同
数
。
次
い
で
、「
働
く
意
欲
」
が
7
割
弱
で
続

い
た
。 

従
業
員
規
模
別
で
見
る
と
、「
体
力
や
健
康
状
態
」

「
働
く
意
欲
」
を
重
視
す
る
企
業
は
、
規
模
が
大
き

く
な
る
に
つ
れ
て
高
く
、「
技
能
・
技
術
・
経
験
」

は
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
高
い
。 
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調　査　概　要 
【調査時期】 平成17年11月14日（月）～21日（月） 
【調査方法】 ファックスにて配布、回収 
【調査対象】 従業員6名以上の県内企業 　
　　　　　 1,800社を無作為抽出 
【回答企業】 443社（24.6％） 

回答企業の属性 
《業 種》 

《従業員規模》 

製造業 

28.2％ 

建設業 

25.2％ 

卸・小売業 

21.7％ 

サービス業 

16.9％ 

その他 

8.0％ 

6～10名 

17.9％ 

11～20名 

29.2％ 

21名以上 

47.1％ 

その他 

 5.8％ 

〝
継
続
雇
用
の
実
態
と 

　
　
65
歳
雇
用
義
務
化
へ
の
対
応
〞 

「
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
関
す
る
企
業
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」結
果 


